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医師派遣調整
医療法改正に伴い策定した茨城県医師確保計画（R6~R8年度）においては、各二次保健医療圏における医療

提供体制の課題及び「重点化の視点」を踏まえ、「短期的」な医師確保対策として、医師の派遣（配置）調整を
実施することとしている。

○医師確保の課題（P.45）
・限られた医療資源の中で良質な医療を提供するためには、地域医療構想に基づく各医療機関の役割や機能を

踏まえながら、医療提供体制の維持・強化に資する医師の確保に取り組む必要がある。
・特に、救急、周産期、小児救急等の政策医療を担う中核的な医療機関については、県民の安心・安全の確保

のために最優先で医師確保に取り組む必要があるとともに、二次保健医療圏を超えた医療機能の分化・連携
の方針を踏まえた医師の配置を検討する必要がある。

○重点化の視点１（P.45）
・救急や周産期、小児救急等の政策医療を担う中核的な病院の不足診療科の医師確保に取り組み、政策医療分

野の医療提供体制の充実を図る。

医師確保計画上の定義
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【医師の派遣（配置）調整スキーム】

茨城県地域医療支援センター

県内医療機関
（地域の中核病院、救急・小児・

周産期等の政策医療機関）

茨城県地域医療対策協議会

②地域偏在、診療科偏在、政策医療機能等
における必要性・重要性を審議

①医師派遣を要望 ③医師の派遣を要請

筑波大学等
医師派遣大学

④医師を派遣

地域医療構想調整会議

医師多数区域の
医療機関



令和５年度医師派遣要請結果
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呼吸器 循環器 消化器 神経 血液 呼吸器 脳神経 整形 集中 緩和

内科 内科 内科 内科 内科 外科 外科 外科 治療科 ケア科
要請 2.0 2.0
結果 1.0 1.0
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0
結果 1.0 1.0
要請 1.0 1.0 2.0
結果 1.0 1.0 2.0
要請 1.0 1.0 2.0
結果 1.0 - 1.0
要請 1.0 1.0 2.0
結果 1.0 - 1.0
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 2.0 2.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0
結果 (1.0) (1.0)
要請 1.0 1.0
結果 1.0 1.0
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0 2.0
結果 0.5 - 0.5
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
結果 1.0 1.2 - - 2.2
要請 1.0 1.0
結果 0.5 0.5
要請 1.0 1.0
結果 1.0 1.0
要請 2.0 2.0
結果 - 0.0
要請 1.0 1.0
結果 0.8 0.8
要請 1.0 1.0
結果 - 0.0
要請 1.0 2.0 0.4 3.4
結果 2.0 1.0 0.4 3.4
要請 2.2 2.2
結果 - 0.0
要請 3.2 2.0 6.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 5.0 4.0 1.0 0.4 36.6

結果 (1.0) 3.0 5.0 0.0 1.0 1.0 1.2 0.0 1.0 2.0 0.0 0.8 0.0 0.4
15.4

(16.4)

小児科 救急科 計

多

数

つくば

筑波学園病院

筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

水戸

水戸済生会総合病院

県立中央病院

水戸医療ｾﾝﾀｰ

区分 二次医療圏名 医療機関名 内科 麻酔科

霞ヶ浦医療ｾﾝﾀｰ

少

数

取手・

竜ケ崎

龍ヶ崎済生会病院

JAとりで総合医療ｾﾝﾀｰ

総合守谷第一病院

鹿行

茨城西南医療ｾﾝﾀｰ病院

つるみ脳神経病院

筑西・下妻
結城病院

茨城県西部ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

計

筑波記念病院

水戸協同病院

土浦 土浦協同病院

石岡第一病院

常陸太田・

ひたちなか

ひたちなか総合病院

茨城東病院

日立
日立総合病院

北茨城市民病院

小山記念病院

神栖済生会病院

古河・坂東

■石岡第一病院の内科について … 当病院の内科への大学からの派遣は叶わなかったが、地域の要望としてその必要性を考慮し、令和６年度については、県の人事により、
従事義務内である自治医科大学卒医師を新たに１人配置することとした。



令和６年度医師派遣調整の考え方
○引き続き、地域医療構想調整会議との連携を図りつつ、医師派遣調整をより実効性の高いものと

するため、令和６年度は以下のとおり進めることとしてはどうか。

1 医師派遣要望調査の方法について
(1)地域医療構想調整会議からの要望調査
・限りある医療資源の適正配置のためには地域医療構想との整合を図ることが重要なことから、今年度と同様、

地域医療構想調整会議から医師派遣要望を提出いただき医師派遣について協議・検討してはどうか。
・また、医師不足地域への医師派遣が促進されるよう、医師不足地域である二次保健医療圏の要望人数の上限

を見直すほか、医療機関の役割分担等の協議をより促進するため、地域医療構想調整会議に加え政策医療分
野の各部会においても医師派遣について協議・検討し、各地域へ情報提供等することとしてはどうか。
※見直し内容の詳細は次頁以降

（2)緊急的な対応が必要な医療機関・診療科に係る要望調査
・今年度と同様、（１）の調査以降に緊急的に医師の派遣が必要となった医療機関・診療科については、各医

療機関から医師派遣要望を提出いただき、医師派遣を協議・検討することとしてはどうか。

２ 医師派遣調整の対象とする政策医療分野について
・第８次保健医療計画（案）を参酌の上、今年度と同様の政策医療分野を対象としてはどうか。

５疾病 ：がん、脳卒中、心血管疾患
（※対象外：糖尿病、精神疾患）

６事業 ：救急医療、周産期医療、小児医療
（※対象外：災害医療、へき地医療、新興感染症の発生・まん延時における医療）

在宅医療：対象外

３ 医師派遣要請先について
・大学に加え、医師多数区域の医療機関（詳細はP13のとおり）を派遣要請先としてはどうか。

令和６年度医師派遣調整について
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令和６年３月25日
令和5年度第６回茨城県地域医療対策協議会
資料３（抜粋）



項 目 令和５年度 令和６年度

派遣要望
調査対象

各地域医療構想調整会議
※県調整会議において審議の上で回答

同左

対象政策
医療分野

がん、脳卒中、心血管疾患
救急医療、周産期医療、小児救急

同左

要望人数
等の制限

医療圏あたり４人以内かつ診療科の重複は不可
上限人数は、協議により医療圏間で融通可能
複数医療圏をカバーする医療機関は要望人数×1/2人でカウント
・が ん：県地域がんｾﾝﾀｰ、県小児がん拠点病院
・救 急：救命救急ｾﾝﾀｰ
・周 産 期：総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ、地域周産期母子医療ｾﾝﾀｰ
・小 児 救 急：小児救急中核病院、地域小児救急ｾﾝﾀｰ
・脳 卒 中：脳血管内手術に終日対応している施設
・心血管疾患：心血管内手術に終日対応している施設
やむを得ない理由により上限を超える又は診療科を重複する場合は、
優先順位を明確にすること
・4人×9医療圏＋α＝40~50人程度

・各地域からの要望人数の上限は、医師少数区域は５人
以内、その他地域は４人以内
→6医療圏×5人＋3医療圏×4人+α＝40~50人程度

※その他項目は同左

要望の選
定方法

①調整会議において、上記人数に収まるよう整理
②地対協の場で調整会議から要望内容を説明
③委員による評価（大学への要請の適否を判定）

※必要に応じて、地域医療対策協議会において選定

同左

調査項目

・各政策医療分野の方向性
・派遣の必要性、派遣人数の根拠、派遣による地域医療への効果
・派遣医師の業務、得られる資格
・給与、福利厚生、働き方改革対応等
・地域全体としてのデータを整理（現員医師数、入院患者数、

手術件数、救急受入・お断り件数等、圏外流出数 等）
・要望に係る医師確保の自院での取組状況

同左

部会意見
事前に意見を整理し、要望調査時に地域へ提示
（地域の医療提供体制に係る現状認識及び今後望まれる対応等）

・協議の場で配置の必要な病院等を整理し、議論促進のため各地
域へ情報提供（ただし、がんを除く）

・地域からの要望について、より広域的かつ専門的な視点で意見

追加派遣
要望調査

あり あり

令和６年度医師派遣調整の考え方（新旧対照）

■令和５年度との比較
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令和６年３月25日
令和5年度第６回茨城県地域医療対策協議会
資料３（抜粋・ﾀｲﾄﾙ修正・補足追記）

＜医師少数区域＞
取手・竜ケ崎、鹿行、古河・坂東、
筑西・下妻、常陸太田・ひたちなか、
日立の６保健医療圏



令和６年度 医師派遣要望調査（調整会議向け）の概要

１ 調査対象
県内９つの地域医療構想調整会議（二次保健医療圏ごとに設置）

３ 調査基準日
令和６年４月１日現在

４ 調査内容
【総括表】※地域医療構想調整会議が作成
・地域医療構想における政策医療分野ごとの医療機能の拠点化・集約化・役割分担等の方向性
・個票①②を基に、地域医療構想との整合性等を踏まえ派遣要望する病院・診療科・医師数
・やむをえない理由により上限人数を超えるまたは診療科が重複する場合の要望内容及び優先順位

【個票①】※68病院が作成
・派遣を要望する病院の診療科別現員医師数及び今後１年内での増員（減員）の見込み
・専門研修の可否や施設区分（基幹施設または連携施設）、連携施設の場合の連携先の基幹施設

【個票②】※派遣要望のある病院が作成
・派遣を求める診療科及び人数（希望する医師のクラス、人数の根拠、医師派遣による効果 等）
・医療機関の体制（専門研修の可否、取得可能な資格、医療従事者の充足状況、設備面の現状 等）
・働き方改革関連（宿日直許可の取得状況、特定労務管理対象機関の指定予定等、生活環境、子育て支援 等）

５疾病：がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患

６事業：救急医療、災害医療、へき地医療、新興感染症の発生・まん延時における医療、周産期医療、

小児（救急）医療 ※太字・下線が調査対象
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２ 派遣対象医療機関
茨城県内の病院のうち、第８次県保健医療計画に位置付けられる５疾病６事業のうち以下の機能を担う

県内の病院 合計68病院 ※医育機関である筑波大学附属病院は除く



令和６年度 医師派遣要望調査の進捗状況

（１）これまでの実施状況

・令和6年4月12日付け医人第25号により、各地域医療構想調整会議へ要望調査を依頼済

・各調整会議から医師派遣要望調査対象68病院の個票①（4月30日提出用）を受領

→ 4月1日時点の医師配置状況等を別添「参考資料」のとおり整理

（２）今後の調査の流れ

・各地域医療構想調整会議において協議・選定した上で作成した派遣要望書を提出【一次回答:7/1〆】

・全地域の一次回答による要望内容を各地域へ情報共有し、要望の妥当性等について意見照会を実施

・当該意見を各地域へフィードバック。各地域で要望を精査し、必要に応じて要望内容を修正の上で派遣要
望書を再提出【二次回答:7/23〆】

→以降、各地域による派遣要望のプレゼンテーションの実施や部会への意見照会を実施し、地対協委員に
よる評価を踏まえた上で、大学等への医師派遣要請リストを作成していく。
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（１）調整状況

・各調整会議への情報提供のために実施する政策医療分
野の各部会との協議を表のとおり実施予定

（２）協議の流れ

・協議にあたっては、現状の医師配置状況（別添「参考資料」）や診療実績などを踏まえ医師の配置が必要
と考えられる医療機関と必要な医師数を抽出する。

（「推奨診療科選定」に係る部会との議論に繋がるよう配慮。）

１ 医師派遣要望調査

２ 部会との協議

政策医療分野 実施時期

小児 5月23日

脳卒中、心血管疾患、救急、周産期 調整中



令和４年度 医師派遣要請（案）令和６年度の医師派遣調整について

時期 実施事項 内容等

4月 ■医師派遣要望調査
・一次回答〆：7月1日、二次回答〆7月23日

※個票①〆：４月30日（要望人数入りは7/1までに再提出）

～ ◇要望内容の検討 ・必要に応じ、県（地域医療支援センター）による支援

5月20日 ◎地域医療対策協議会 ・令和６年度の医師派遣要望調査の進捗報告

5～６月 ■部会との協議 ・政策医療分野（がんを除く）の要医師配置先に係る協議

6～７月
◇地域医療構想調整会議

・（一次）医師派遣要望（案）に係る協議・決定
・（二次）各地域の要望に係る協議・調整（診療科のバラ

ンス等）

■部会への意見照会 ・各地域の派遣要望に対する広域的な視点での意見等

8月

■地対協委員への意見照会 ・各要望について、要望する理由や要望内容の疑義等

◎地域医療対策協議会
・医師派遣要望調査結果の報告（事務局）
・調整会議によるプレゼンテーション

9月
■意見に対する回答 ・地対協委員の意見に対する回答作成を調整会議へ依頼

■地対協委員への評価依頼 ・各要望について、派遣要請の適不適

10月 ◎地域医療対策協議会 ・医師派遣要望リスト（案）に係る協議

11月 ■医師派遣要望調査（追加分） ・退職や引き上げ等により緊急的な対応が必要なもの

12月 ◎地域医療対策協議会 ・追加の医師派遣要請案に係る協議

R7. 3月 ◎地域医療対策協議会 ・令和６年度派遣調整結果の報告

■スケジュール

■：県（地域医療支援センター） ◎：地域医療対策協議会 ◇：地域医療構想調整会議
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